
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小牧市パートナーシップ・ 

ファミリーシップ宣誓制度 

 

利用の手引き  

  



 

  



小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 制 度 と は  

 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 に 策 定 し た 、 第 ４ 次 小 牧 市 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 ハ ー モ

ニ ー Ⅳ に お い て 、「 基 本 目 標 Ⅲ 安 心 し て 暮 ら せ る 環 境 づ く り 」 の 「 施 策

の 方 向 ３  人 権 に つ い て の 正 し い 認 識 と 人 権 侵 害 へ の 予 防 ・ 対 策 」 の 中

で 、「 多 様 な 性 を 尊 重 す る 社 会 の 推 進 」 を 基 本 施 策 の １ つ と し て 掲 げ て

い ま す 。  

小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 制 度 は 、 そ の 取 組 み

の 一 環 と し て 、 互 い を 人 生 の パ ー ト ナ ー と し 、 日 常 生 活 に お い て 協 力 し

合 う こ と を 約 束 し た 性 的 マ イ ノ リ テ ィ の お 二 人 が 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ に

あ る こ と を 市 に 宣 誓 し 、 宣 誓 し た こ と を 市 が 証 明 す る 制 度 で す 。 ま た 、

お 二 人 に 未 成 年 の お 子 様 が い ら っ し ゃ る 場 合 は 、 併 せ て フ ァ ミ リ ー シ ッ

プ を 宣 誓 す る こ と が で き ま す 。  

 

こ の 制 度 は 、 婚 姻 制 度 と は 異 な り 、 法 律 上 の 効 力 （ 相 続 、 税 金 の 控 除

等 ） が 生 じ る も の で は あ り ま せ ん が 、 性 的 マ イ ノ リ テ ィ の 方 が 不 安 や 困

難 を 少 し で も 軽 減 し 、 お 二 人 の 自 分 ら し い 生 き 方 に 寄 り 添 う こ と を 目 的

と し て い ま す 。  

  

 

   

● 性 的 マ イ ノ リ テ ィ と は ・ ・ ・  

 

こ の 制 度 で は 、「 か ら だ の 性 」 と 「 こ こ ろ の 性 」 が 異 な る 人 、 性 的 指 向 が 同 性

（ あ る い は 両 性 ） に 向 い て い る 人 の こ と を い い ま す 。  

LGBTQ は 、 性 的 マ イ ノ リ テ ィ の 総 称 の 一 つ と し て 、 そ れ ぞ れ の 意 味 の 頭 文 字      

か ら な る 言 葉 で す 。  

 

・ L： レ ズ ビ ア ン （ 同 性 を 好 き に な る 女 性 ）  

・ G： ゲ イ （ 同 性 を 好 き に な る 男 性 ）  

・ B： バ イ セ ク シ ャ ル （ 両 方 の 性 を 好 き に な る 人 ）  

・ T： ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー （ か ら だ の 性 と こ こ ろ の 性 が 異 な る 人 ）  

・ Q： ク エ ス チ ョ ニ ン グ （ 自 分 の 性 の あ り 方 に つ い て わ か ら な い 、 迷 っ て い る 、

決 め た く な い ）  
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❶ 制度を利用することができる方 
 
宣 誓 さ れ る 方 は 、 以 下 の 要 件 を す べ て 満 た し て い る 必 要 が あ り ま す 。  

 
● パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 を す る と き  

（ 1） お 二 人 と も 成 年 に 達 し て い る こ と （ 満 18歳 以 上 の 方 ）  
 

（ 2） お 二 人 と も が 小 牧 市 内 に 住 ⺠ 登 録 を し て い る こ と  
ま た は 、 3か 月 以 内 に 転 入 予 定 で あ る こ と  

 
（ 3） お 二 人 と も 現 に 婚 姻 し て い な い こ と （ 現 に 配 偶 者 が い な い こ と ）  

 
（ 4） 現 に 宣 誓 者 以 外 の 方 と パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 関 係 が な い こ と  

※ す で に 宣 誓 者 以 外 の 方 と パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 を 行 っ て い る 方 や 、 同 様
の 制 度 を 実 施 し て い る 他 の 自 治 体 で 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 ・ 登 録 等 を
行 っ て お り 、 宣 誓 書 受 領 証 等 を 返 還 し て い な い 場 合 は 宣 誓 で き ま せ ん 。  

 
（ 5） ⺠ 法 に 規 定 す る 婚 姻 で き な い 続 柄 で な い こ と  

    ※ 2頁 「 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 を す る こ と が で き な い 範 囲 」 参 照  
 
● フ ァ ミ リ ー シ ッ プ に あ る こ と を 併 せ て 宣 誓 す る と き  

パ ー ト ナ ー シ ッ プ の お 二 人 、 ま た は ど ち ら か 一 方 に 未 成 年 の お 子 様 が
い る こ と  
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【 参 考 】 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 を す る こ と が で き な い 範 囲  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
※ ⺠ 法 の 規 定 に よ り 、 直 系 ⾎ 族 、 三 親 等 内 の 傍 系 ⾎ 族 、 直 系 姻 族 な ど 婚 姻 す る こ と

が で き な い 関 係 に あ る 方 は 宣 誓 す る こ と が で き ま せ ん 。  
た だ し 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の お 二 人 が 養 子 縁 組 を し た こ と に よ っ て 該 当 す る 場 合
は 、 宣 誓 す る こ と が で き ま す 。  
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❷ 宣誓に必要な書類  

 
パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 宣 誓 を す る に は 、 宣 誓 書 の ほ
か 、 要 件 確 認 と 本 人 確 認 の た め 、 以 下 の 書 類 が 必 要 で す 。  

 
（ １ ）  お ⼆ ⼈ の 住 ⺠ 票 の 写 し 、 ま た は 住 ⺠ 票 記 載 事 項 証 明 書  

・ 3か 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の  
・ 本籍・筆 頭者、世 帯主・続 柄、住⺠ 票コード 、個人番 号は不要 
・ 同 一 世 帯 に な っ て い る 場 合 は 世 帯 全 員 の 分 1通 で 構 い ま せ ん 。
※ 宣 誓 書 に お い て 、 職 権 で の 住 ⺠ 登 録 情 報 の 取 得 に 同 意 い た だ  
 い た 方 は 、 提 出 を 省 略 す る こ と が で き ま す  

 
（ ２ ）  転 出 証 明 書  

・ 市 内 に 転 入 予 定 の 方 は 、 転 入 前 の 住 所 地 で 転 出 手 続 き の 際 、  
 発 行 さ れ た も の  

 
（ ３ ）  お ⼆ ⼈ の ⼾ 籍 謄 （ 抄 ） 本 又 は 独 身 証 明 書 （ 本 籍 地 に て 発 行 ）  

・ 3か 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の  
※ 外 国 籍 の 方 は 、 大 使 館 等 の 公 的 機 関 が 発 行 す る 独 身 証 明 書 を

お 持 ち く だ さ い  
 

（ ４ ） フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 対 象 と す る 方 と の 関 係 を 証 明 す る 書 類  
・ 併 せ て フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 宣 誓 を す る 場 合 は 、 フ ァ ミ リ ー シ ッ

プ 対 象 者 の ⼾ 籍 謄 本 ⼜ は ⼾ 籍 抄 本 を お 持 ち く だ さ い 。  
※ （ 3） の 証 明 す る 書 類  に よ り 確 認 で き る 場 合 は 省 略 す る こ と

が で き ま す 。  
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（ ５ ） 本 ⼈ 確 認 書 類  
本 人 確 認 が で き る 書 類 を 、 顔 写 真 付 き で あ れ ば 1 点 、 な け れ ば
2 点 お 持 ち く だ さ い 。  
１ 点 の 提 示 で 足 り る も の  ２ 点 の 提 示 が 必 要 な も の  

 
・ マ イ ナ ン バ ー カ ー ド  
・ 旅 券 （ パ ス ポ ー ト ）  
・ 運 転 免 許 証  
・ 住 ⺠ 基 本 台 帳 カ ー ド （ 顔 写 真 付

き ）  
・ 在 留 カ ー ド ⼜ は 特 別 永 住 者 証 明    
 書  
・ 国 ⼜ は 地 方 公 共 団 体 が 発 行 し た 身

分 証 明 書 （ 顔 写 真 付 き ）  
※ 有 効 期 間 、 有 効 期 限 の 定 め が あ る

も の に つ い て は 、 そ の 有 効 期 間
内 、 有 効 期 限 ま で の も の で あ る こ
と  

 

 
・ 住 ⺠ 基 本 台 帳 カ ー ド （ 顔 写 真 な

し ）  
・ 資 格 確 認 書 、 介 護 保 険 証 、 医 療 受

給 者 証  
・ 共 済 組 合 員 証  
・ 年 金 手 帳  
・ 国 ⺠ 年 金 、 厚 ⽣ 年 金 保 険 の 年 金 証

書  
・ 学 ⽣ 証 、 法 人 が 発 行 し た 身 分 証 明

書  
（ 左 記 に 掲 げ る も の を 除 く ）  

 
（ ６ ） 通 称 名 を 使 用 す る 場 合 に 必 要 な 書 類  

社 会 ⽣ 活 の 中 で 日 常 的 に 使 用 し て い る こ と が 客 観 的 に 分 か る 通
称 名 が 記 載 さ れ た 書 類 （ 通 称 名 で 届 い た 郵 便 物 な ど ） を お 持 ち
く だ さ い 。  
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➌ 手続きの流れ  

 
 宣 誓 書 の 提 出 か ら 、 証 明 書 等 の 交 付 ま で に 至 る 手 続 き の 流 れ は 、 以 下

の と お り で す 。  
 

（ １ ）  宣 誓 日 の 事 前 予 約  
・ 宣 誓 を 希 望 さ れ る 日 の 原 則 7日 前 ま で に 、 電 話 ま た は メ ー ル

に よ り 予 約 を し て く だ さ い 。 宣 誓 日 時 の 調 整 ・ 必 要 書 類 等 の
説 明 を さ せ て い た だ き ま す 。 ※ 受 付 時 間 ： 9:00〜 17:45（ 土 ・
日 ・ 祝 日 及 び 休 館 日 を 除 く ）  
状 況 等 に よ り ご 希 望 に 添 え な い 場 合 が あ り ま す の で ご 了 承 く
だ さ い 。   【 予 約 連 絡 先 】   

          小 牧 市 役 所  多 世 代 交 流 プラザ 男 女 共 同 参 画 係  

小 牧 市 小 牧 3丁 目 555番 地 （ ラピオ3階 ）  

電  話 ： 0568-71-9842 

メール： tasedai@city.komaki . lg . jp 

 
（ ２ ）  宣 誓 日 当 日  

・ 予 約 し た 日 時 に 必 要 書 類 （ ３ 、 ４ ペ ー ジ ） を お 持 ち の う え 、
必 ず お 二 人 で 多 世 代 交 流 プ ラ ザ 窓 口 ま で お 越 し く だ さ い 。  

・ 提 出 書 類 と 要 件 の 確 認 、 及 び 本 人 確 認 を 行 い ま す 。  
※ 宣 誓 場 所 は プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し た ス ペ ー ス も ご 用 意 で き ま

す の で 、 予 約 時 に ご 相 談 く だ さ い 。  
 

（ ３ ）   パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等の交付 
・ 宣 誓 書 提 出 後 、 1週 間 程 度 で 「 小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ

ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 明 書 」 を 1枚 、 「 小 牧 市 パ ー ト
ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 明 カ ー ド 」 を お
一 人 1枚 ず つ 直 接 交 付 し ま す 。  

※ 宣 誓 書 提 出 後 内 容 確 認 等 に 時 間 を 要 す る 場 合 が あ り ま す の
で 、 ご 了 承 く だ さ い 。  
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❹ 証明書等交付後の各種手続き  

 
証 明 書 等 の 交 付 後 、 次 の 場 合 は 申 請 や 届 出 が 必 要 で す 。 事 前 予 約 は 不
要 で す が 、 本 人 確 認 の う え 受 付 け し ま す の で 、 多 世 代 交 流 プ ラ ザ 窓 口
ま で お 越 し く だ さ い 。  
 
（ １ ）  宣 誓 書 受 領 証 明 書 等 の 再 交 付  

・ 宣 誓 書 受 領 証 明 書 及 び 宣 誓 書 受 領 証 明 カ ー ド の 紛 失 や 汚 損 等
の 場 合 は 、 再 交 付 申 請 が で き ま す 。  

 
（ ２ ）  記 載 事 項 の 変 更  

・ 宣 誓 書 に 記 載 し た 内 容 に つ い て 、 そ の 後 下 記 の よ う な 変 更 が
あ っ た 場 合 は 、 変 更 届 を 提 出 し て く だ さ い 。  

【 変 更 内 容 】  

①氏 名 や通 称 名 を変 更 したとき 

②住 所 の変 更 （ 市 外 転 出 は除 く。） があったとき 

③ファミリーシップ対 象 者 の記 載 を削 除 または追 加 するとき 

④ファミリーシップ対 象 者 が成 年 に達 したとき 

【 持 参 するもの】  

①  変 更 の内 容 がわかるもの 

・ 戸 籍 抄 本  

・ 住 民 票 の写 し 

・ 本 人 確 認 書 類  

・ 日 常 生 活 で通 称 名 を使 用 していることがわかるもの など 

②  交 付 済 みの証 明 書 とカード 

 
（ ３ ）  宣 誓 書 受 領 証 明 書 等 の 返 還  

・ 次 の 場 合 は 、 返 還 届 と と も に 証 明 書 等 を 返 還 し て く だ さ い 。  
①  宣 誓 者 の意 思 により、パートナーシップを解 消 したとき 

②  宣 誓 者 のいずれかが死 亡 したとき 
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③  宣 誓 者 のいずれかが市 外 へ転 出 したとき 

④  婚 姻 又 は他 の者 とパートナーシップを形 成 したとき 

⑤  パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 が 取 消 し に な っ     
た と き （ 下 記 （ ４ ） に 該 当 し た 場 合 ）  

 
（ ４ ） パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 の 取 消 し  

・ 次 に 該 当 す る 場 合 は 、 宣 誓 を 取 消 す こ と と な り ま す の で 、 速  
 や か に 証 明 書 等 を 返 還 し て く だ さ い 。  

①  宣 誓 要 件 に該 当 していなかったことが判 明 したとき 

②  宣 誓 書 及 びその添 付 書 類 の内 容 に虚 偽 があったとき 

③  宣 誓 者 の一 方 から返 還 届 の提 出 があり、パートナーシップを継 続

することができない特 別 な事 情 があるとき 

※上 記 理 由 により取 消 しとなった場 合 は、他 のサービスも受 けられなく 

なる場 合 があります。  
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❺ Q&A 
 
Ｑ 1 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 制 度 は 結 婚 と ど う 違 う

の で す か ？  
Ａ 1  結 婚 は、民 法 に定 める法 律 行 為 であり、相 続 権 や扶 養 義 務 など法 律 上 の    

権 利 や義 務 が発 生 します。一 方 、パートナーシップ・ ファミリーシップ宣 誓

制 度 は、市 の要 綱 に基 づいて実 施 されるものであり、法 的 な効 力 はありま

せん。  
 
Ｑ 2 宣 誓 は 同 性 の パ ー ト ナ ー と し か で き な い の で す か ？  
Ａ 2  同 性 パートナーに限 定 した制 度 ではなく、宣 誓 の要 件 を満 たす性 的 マイノ

リティの方 であれば宣 誓 できます。  
 
Ｑ 3 フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 宣 誓 だ け を す る こ と は で き ま す か ？  
Ａ 3  お二 人 がパートナーシップ宣 誓 をしていることが前 提 となるため、できませ

ん。 

ただし、パートナーシップのお二 人 、またはどちらかに未 成 年 の子 どもがいる

場 合 は、後 ほどファミリーシップのみを宣 誓 することができます。その場 合

は、パートナーシップ・ ファミリーシップ宣 誓 書 受 領 証 明 書 等 の内 容 を修 正

し再 交 付 します。  
 
Ｑ 4 宣 誓 に 費 用 は か か り ま す か ？  
Ａ 4  宣 誓 や宣 誓 書 受 領 証 等 の交 付 は無 料 です。 

ただし、宣 誓 の際 に必 要 な戸 籍 謄 本 等 の要 件 確 認 書 類 の交 付 手 数 料 は

自 己 負 担 となります。  
 
Ｑ 5 郵 送 や メ ー ル で も 宣 誓 書 を 提 出 で き ま す か ？  
Ａ 5  郵 便 やメールでの宣 誓 はできません。必 ずお二 人 でお越 しいただき、意 思 確

認 をしたうえで、ご本 人 確 認 させていただきます。 
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Ｑ 6  代 理 人 で も 宣 誓 で き ま す か ？  
Ａ 6   代 理 人 での宣 誓 はできません。必 ず宣 誓 するお二 人 でお越 しください。ただ

し、病 気 等 の事 情 のため、お二 人 で来 庁 することができない場 合 は、ご相

談 ください。 

 

Ｑ 7 同 居 し て い な い と 宣 誓 で き ま せ ん か ？  
Ａ 7  必 ずしも同 居 している必 要 はありませんが、お互 いを人 生 のパートナーとし

て、日 常 生 活 において相 互 に協 力 し合 うことを約 束 した関 係 であることが

必 要 です。 

 
Ｑ 8 養 子 縁 組 を し て い る と 宣 誓 で き ま せ ん か ？  
Ａ 8  民 法 に定 める婚 姻 ができないことを理 由 とした養 子 縁 組 を行 う方 がいる状

況 を考 慮 し、その場 合 には、宣 誓 者 同 士 が養 子 縁 組 をしていても宣 誓 する

ことができます。 

 
Ｑ 9 外 国 で 同 性 婚 を し て い る カ ッ プ ル は 宣 誓 で き ま せ ん か ？  
Ａ 9  日 本 国 内 では婚 姻 が成 立 していませんので、宣 誓 可 能 です。 

 
Ｑ 10 ３ か 月 以 内 に 市 内 へ 住 ⺠ 登 録 を 予 定 し て い る 場 合 は 、 何 を 持 っ て

い け ば よ い で す か ？  
Ａ 10  転 出 手 続 きの際 に交 付 される転 出 証 明 書 をお持 ちください。 

その際 は、後 ほど必 ず住 民 票 の写 し等 を提 出 してください。なお、宣 誓 書 に

おいて、住 民 登 録 情 報 の職 権 での取 得 について同 意 いただいた方 は、住

民 票 の写 し等 の提 出 を省 略 することができます。  
 
Ｑ 11 小 牧 市 外 に 転 出 す る と き は ど う す れ ば い い で す か ？  
Ａ 11  転 出 によりお二 人 またはお一 人 が小 牧 市 民 でなくなる場 合 は、宣 誓 の要

件 を満 たさなくなりますので、原 則 、返 還 届 を提 出 するとともに、宣 誓 書 受

領 証 明 書 と宣 誓 書 受 領 証 明 カードを返 還 してください。 
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Ｑ 12 通 称 名 は 使 用 で き ま す か ？  
Ａ 12  性 別 違 和 等 、特 別 な理 由 により、社 会 生 活 において日 常 的 に通 称 名 を使

用 している場 合 は、通 称 名 で宣 誓 することができます。日 常 的 に使 用 して

いることを確 認 するため、通 称 名 で届 いた郵 便 物 などをお持 ちください。 

 
Ｑ 13 宣 誓 書 受 領 証 明 書 は い つ 、 何 部 交 付 さ れ ま す か ？  
Ａ 13  宣 誓 後 、要 件 ・ 提 出 書 類 の確 認 や宣 誓 書 受 領 証 等 の作 成 のため、1週 間

程 度 かかります。 

宣 誓 書 受 領 証 明 書 は１ 枚 、名 刺 サイズの宣 誓 書 受 領 証 明 カードは宣 誓

者 各 々が携 帯 できるよう１ 枚 ずつ交 付 します。  
 

Ｑ 14 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 証 明 を 受 け る こ と に よ り 、 ど
の よ う な メ リ ッ ト が あ り ま す か ？   

Ａ 14  市 役 所 の各 窓 口 にて受 領 証 明 書 等 を提 示 することにより、市 営 住 宅 の入

居 申 込 みなど、家 族 として利 用 可 能 な手 続 きが受 けられます。また、民 間 の

サービスにおいても、生 命 保 険 の受 取 人 指 定 や、携 帯 電 話 の家 族 割 などの

サービスが受 けられる場 合 がありますので、各 民 間 事 業 者 に直 接 お問 い合

わせください。 

なお、証 明 書 等 交 付 の際 に、案 内 一 覧 をお渡 ししますのでそちらをご参 照 く

ださい。 
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❻  小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 宣 誓 に 関 す る 要 綱  
 
（ 趣 旨 ）  
第 1 条  こ の 要 綱 は 、 誰 も が 互 い の 性 自 認 及 び 性 的 指 向 を 尊 重 し 、 異 な る 価

値 観 を 認 め 合 い 、 並 び に 多 様 な 性 を 尊 重 す る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る た め 、
性 的 マ イ ノ リ テ ィ に 係 る パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 宣 誓 に 関
し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  
第 2 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
(1) 性 自 認  自 己 の 性 別 に つ い て の 認 識 を い う 。  
(2) 性 的 指 向  恋 愛 感 情 ⼜ は 性 的 感 情 の 対 象 と な る 性 別 に つ い て の 指 向 を  

い う 。  
(3) 性 的 マ イ ノ リ テ ィ  性 自 認 が ⼾ 籍 上 の 性 別 と 異 な る 者 及 び 性 的 指 向 が  

異 性 の み で な い 者 を い う 。  
(4) パ ー ト ナ ー シ ッ プ  互 い を 人 ⽣ の パ ー ト ナ ー と し て 尊 重 し 、 日 常 ⽣

活 に お い て 対 等 な 立 場 で 継 続 的 に 責 任 を も っ て 協 力 す る と 約 し た 、 一 方
⼜ は 双 方 が 性 的 マ イ ノ リ テ ィ で あ る 2 人 の 関 係 を い う 。  

(5) フ ァ ミ リ ー シ ッ プ  パ ー ト ナ ー シ ッ プ に あ る 者 が 、 一 方 ⼜ は 双 方 の
未 成 年 の 実 子 ⼜ は 養 子 を 含 め 、 家 族 で あ る と 約 し た 関 係 を い う 。  

(6) 宣 誓  パ ー ト ナ ー シ ッ プ ⼜ は フ ァ ミ リ ー シ ッ プ に あ る こ と を 、 市 ⻑
に 対 し て 誓 う こ と を い う 。  

(7) 申 告  本 市 に 転 入 す る 前 に 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ
宣 誓 制 度 の 自 治 体 間 連 携 に 関 す る 協 定 を 締 結 し た 他 の 地 方 公 共 団 体 ⼜ は
パ ー ト ナ ー シ ッ プ 制 度 自 治 体 間 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 成 自 治 体 (以 下
「 連 携 自 治 体 」 と い う 。 )に お い て 、 宣 誓 に 相 当 す る 行 為 を し 、 第 7 条
第 1 項 に 規 定 す る 証 明 書 等 に 相 当 す る 書 類 (以 下 「 証 明 書 相 当 書 類 」 と
い う 。 )の 交 付 を 受 け た 2 人 が 、 当 該 事 実 及 び パ ー ト ナ ー シ ッ プ ⼜ は フ
ァ ミ リ ー シ ッ プ に あ る こ と を 市 ⻑ に 対 し て 申 し 出 る こ と を い う 。  

（ 宣 誓 等 の 要 件 ）  
第 3 条  宣 誓 ⼜ は 申 告 (以 下 「 宣 誓 等 」 と い う 。 )を す る こ と が で き る 者 は 、 次     

の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  
(1) パ ー ト ナ ー シ ッ プ に あ る 双 方 が 、 ⺠ 法 (明 治 29 年 法 律 第 89 号 )第 4 条  

に 規 定 す る 成 年 (以 下 「 成 年 」 と い う 。 )に 達 し て い る こ と 。  
(2) パ ー ト ナ ー シ ッ プ に あ る 双 方 が 市 内 に 住 所 を 有 し て い る 、 ⼜ は 一 方 が  

市 内 に 住 所 を 有 し 、 他 方 が 3 月 以 内 に 市 内 に 転 入 予 定 で あ る こ と 。  
(3) パ ー ト ナ ー シ ッ プ に あ る 双 方 に 配 偶 者 (婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 、  

事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 )が い な い こ と 。  
(4) パ ー ト ナ ー シ ッ プ に あ る 双 方 が 、 他 の 者 と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ に な い  

こ と 。  
(5) ⺠ 法 第 734 条 ⼜ は 第 735 条 の 規 定 に よ り 婚 姻 を す る こ と が で き な い  

者 で な い こ と 。 た だ し 、 養 子 縁 組 を し た こ と に よ り 当 該 規 定 に 該 当 す る  
こ と と な っ た 者 を 除 く 。  

（ 宣 誓 等 の 方 法 ）  
第 4 条  宣 誓 等 を し よ う と す る 者 は 、 担 当 職 員 の 面 前 に お い て 自 ら 記 入 し た

小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 書 (様 式 第 1。 以 下
「 宣 誓 書 」 と い う 。 )⼜ は 小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ
宣 誓 継 続 申 告 書 (様 式 第 2。 以 下 「 申 告 書 」 と い う 。 )を 市 ⻑ に 提 出 し な
け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 宣 誓 等 を し よ う と す る 者 の 一 方
⼜ は 双 方 が 宣 誓 書 ⼜ は 申 告 書 (以 下 「 宣 誓 書 等 」 と い う 。 )に 自 ら 記 入 す
る こ と が で き な い 事 情 が あ る と 市 ⻑ が 認 め る と き は 、 双 方 立 会 い の
上 、 他 の 者 に 代 筆 さ せ る こ と が で き る 。  

2 宣 誓 等 を し よ う と す る 者 は 、 宣 誓 等 を す る 日 時 等 に つ い て 事 前 に 市 と 調  
整 す る も の と す る 。  

3 宣 誓 書 等 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 宣 誓 等 を し よ う と す る 者 の 双 方 の 住 ⺠ 票 の 写 し ⼜ は 住 ⺠ 票 記 載 事 項  

証 明 書 (い ず れ も 宣 誓 等 の 日 前 3 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の に 限 る 。 ) 
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(2) 宣 誓 を し よ う と す る 場 合 は 、 宣 誓 を し よ う と す る 者 の 双 方 が 現 に 婚 姻  

を し て い な い こ と を 証 明 す る 書 類 (⼾ 籍 謄 本 ⼜ は ⼾ 籍 抄 本 、 独 身 証 明  
書 、 婚 姻 要 件 具 備 証 明 書 に 日 本 語 訳 を 付 し た も の 等 を い う 。 い ず れ も  
宣 誓 日 前 3 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の に 限 る 。 ) 

(3) フ ァ ミ リ ー シ ッ プ に あ る こ と を 宣 誓 し よ う と す る 場 合 は 、 宣 誓 を し よ  
う と す る 者 と フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 対 象 と す る 者 (以 下 「 フ ァ ミ リ ー シ ッ  
プ 対 象 者 」 と い う 。 )と の 関 係 を 確 認 す る こ と が で き る 書 類  

(4) 申 告 を し よ う と す る 場 合 は 、 本 市 に 転 入 す る 前 に 連 携 自 治 体 か ら 交 付  
を 受 け た 証 明 書 相 当 書 類  

(5) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 ⻑ が 必 要 と 認 め る 書 類  
4 住 所 要 件 を 確 認 す る た め の 住 ⺠ 登 録 情 報 に つ い て 、 市 が 職 権 で 取 得 す る   

こ と を 本 人 が 宣 誓 書 等 に お い て 同 意 し た 場 合 に は 、 前 項 第 1 号 に 掲 げ る 書    
類 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

5 市 外 に 在 住 す る 者 で あ っ て 本 市 内 へ の 転 入 を 予 定 し て い る 者 は 、 転 出 証  
明 書 を も っ て 第 3 項 第 1 号 に 掲 げ る 書 類 に 代 え る も の と す る 。 こ の 場 合 に  
お い て 、 当 該 者 は 転 入 後 速 や か に 同 号 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら  
な い 。  

6 宣 誓 書 等 の 提 出 は 、 市 ⻑ が 指 定 す る 場 所 に お い て 行 う も の と す る 。  
（ 本 人 確 認 ）  
第 5 条  市 ⻑ は 、 宣 誓 等 を し よ う と す る 者 が 本 人 で あ る こ と を 確 認 す る た

め 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 の い ず れ か の 提 示 を 求 め る も の と す る 。  
(1) 個 人 番 号 カ ー ド  
(2) 旅 券  
(3) 運 転 免 許 証  
(4) 前 3 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 官 公 署 が 発 行 し た 免 許 証 、 許 可 書 ⼜ は 登  

録 証 明 書 で あ っ て 、 本 人 の 顔 写 真 が 貼 付 さ れ た も の  
（ 通 称 名 の 使 用 ）  
第 6 条  宣 誓 等 を し よ う と す る 者 は 、 市 ⻑ が 特 に 理 由 が あ る と 認 め る 場 合  

は 、 宣 誓 書 等 に お い て 氏 名 と 併 せ て 通 称 名 (⼾ 籍 に 記 載 さ れ た 氏 名 に 代 わ る  
も の と し て 、 国 内 に お い て 社 会 ⽣ 活 上 通 用 し て い る も の を い う 。 以 下 同  
じ 。 )を 使 用 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 通 称 名 の 使 用 を 希 望 す る 場 合 は 、 社 会 ⽣ 活 に お い て 当  
該 通 称 名 を 使 用 し て い る こ と が 確 認 で き る 書 類 を 、 第 4 条 第 1 項 の 規 定 に   
よ る 宣 誓 等 を す る と き に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 証 明 書 等 の 交 付 ）  
第 7 条  市 ⻑ は 、 宣 誓 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 第 3 条 の 要 件 を 審 査 し 、 小  

牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 明 書 (様 式 第 3。 以  
下 「 受 領 証 明 書 」 と い う 。 )及 び 小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ  
プ 宣 誓 書 受 領 証 明 カ ー ド (様 式 第 4。 以 下 「 受 領 証 明 カ ー ド 」 と い う 。 )を 、  
当 該 宣 誓 を し た 者 (以 下 「 宣 誓 者 」 と い う 。 )に 交 付 す る も の と す る 。 こ の 場  
合 に お い て 、 宣 誓 に 通 称 名 を 使 用 し た と き は 、 通 称 名 と 共 に ⼾ 籍 に 記 載 さ  
れ て い る 氏 名 を 受 領 証 明 書 及 び 受 領 証 明 カ ー ド (以 下 「 証 明 書 等 」 と い う 。 ) 
に 記 載 す る も の と す る 。  

2 受 領 証 明 書 は パ ー ト ナ ー シ ッ プ ⼜ は フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 1 組 に つ き 1 枚 交  
付 す る も の と し 、 受 領 証 明 カ ー ド は 宣 誓 者 そ れ ぞ れ に 1 枚 交 付 す る も の と  
す る 。  

3 市 ⻑ は 、 申 告 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 申 告 を し た 者 が 連 携 自 治 体  
に お い て 宣 誓 に 相 当 す る 行 為 を し た 日 に 、 本 市 に 宣 誓 書 の 提 出 が あ っ た も   
の と み な し て 、 前 2 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

（ 証 明 書 等 の 再 交 付 ）  
第 8 条  証 明 書 等 の 交 付 を 受 け た 宣 誓 者 は 、 当 該 証 明 書 等 の 紛 失 、 毀 損 等 の  

事 情 に よ り 証 明 書 等 の 再 交 付 を 希 望 す る と き は 、 小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ
プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 明 書 等 再 交 付 申 請 書 (様 式 第 5)を 市 ⻑ に
提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 市 ⻑ は 、 当 該 申 請 の 内 容 を 審 査 し 、 証 明 書  
等 を 再 交 付 す る も の と す る 。  

3 前 項 の 規 定 に よ る 再 交 付 を 受 け た 宣 誓 者 は 、 紛 失 し た 証 明 書 等 を 発 見 し  
た と き は 、 速 や か に 当 該 証 明 書 等 を 市 ⻑ に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  
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（ 宣 誓 書 等 記 載 事 項 変 更 の 届 出 ）  
 
第 9 条  宣 誓 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 小 牧 市 パ ー ト ナ

ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 書 等 内 容 変 更 届 (様 式 第 6。 以 下 「 内 容 変
更 届 」 と い う 。 )を 、 交 付 済 み の 証 明 書 等 と 共 に 市 ⻑ に 提 出 し な け れ ば な ら
な い 。  

(1) フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 対 象 者 が そ の 対 象 で な く な っ た と き 。  
(2) 宣 誓 者 の い ず れ か に 氏 名 ⼜ は 通 称 名 の 変 更 が あ っ た と き 。  
(3) 宣 誓 者 の い ず れ か に 住 所 の 変 更 (市 外 転 出 は 除 く 。 )が あ っ た と き 。  
(4) フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 対 象 者 が 成 年 に 達 し た と き 。  
(5) 子 を 養 育 す る 等 新 た に フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 対 象 者 を 追 加 す る と き 。  

2 内 容 変 更 届 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 前 項 第 2 号 に 該 当 す る と き は 、 氏 名 の 変 更 が あ っ た 宣 誓 者 の ⼾ 籍 抄 本  

⼜ は 社 会 ⽣ 活 に お い て 当 該 通 称 名 を 使 用 し て い る こ と が 確 認 で き る 書  
類  

(2) 前 項 第 3 号 に 該 当 す る と き は 、 市 内 転 居 等 を し た 宣 誓 者 の 住 ⺠ 票 の 写  
し  

(3) 前 項 第 5 号 に 該 当 す る と き は 、 フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 対 象 者 と の 関 係 を 確  
認 す る こ と が で き る 書 類  

3 市 ⻑ は 、 内 容 変 更 届 の 提 出 が あ っ た と き (第 1 項 第 3 号 に 該 当 す る 場 合  
を 除 く 。 )は 、 変 更 後 の 証 明 書 等 を 当 該 宣 誓 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

（ 証 明 書 等 の 返 還 ）  
第 10 条  宣 誓 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 小 牧 市 パ ー ト ナ    

ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 明 書 等 返 還 届 (様 式 第 7。 以 下
「 返 還 届 」 と い う 。 )に 証 明 書 等 を 添 付 し 、 市 ⻑ に 提 出 し な け れ ば な ら な
い 。  
(1) 宣 誓 者 の 双 方 の 意 思 に よ り パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 解 消 し た と き 。  
(2) 宣 誓 者 の い ず れ か が 死 亡 し た と き 。  
(3) 第 3 条 第 2 号 か ら 第 4 号 ま で に 掲 げ る 要 件 に 該 当 し な く な っ た と き  

(宣 誓 者 が 連 携 自 治 体 に 転 出 し 、 当 該 連 携 自 治 体 の ⻑ に 対 し て パ ー ト ナ ー  
シ ッ プ ⼜ は フ ァ ミ リ ー シ ッ プ に あ る こ と を 申 し 出 る た め に 証 明 書 等 を 必  
要 と す る 場 合 を 除 く 。 )。  

2 市 ⻑ は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 証 明 書 等 の 返 還 を 命 ず  
る こ と が で き る 。  

(1) 宣 誓 書 等 を 提 出 し た 時 点 に お い て 、 第 3 条 各 号 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 し  
て い な か っ た こ と が 判 明 し た と き 。  

(2) 宣 誓 書 等 及 び そ の 添 付 書 類 の 内 容 に 虚 偽 が あ っ た と き 。  
(3) 第 4 条 第 5 項 後 段 の 規 定 に 反 し て 、 市 内 へ の 転 入 を 証 明 す る 書 類 を 提  

出 し な い と き 。  
(4) 宣 誓 者 の 一 方 か ら 返 還 届 の 提 出 が あ り 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 継 続 す る  

こ と が で き な い 特 別 な 事 情 が あ る と 市 ⻑ が 認 め る と き 。  
（ 雑 則 ）  
第 11 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 宣 誓 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 ⻑ が 別    

に 定 め る 。  
附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 5 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  
附  則 (令 和 6 年 5 小 多 交 第 1870 号 ) 

1 こ の 要 綱 は 、 令 和 6 年 3 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  
2 こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ   

ッ プ の 宣 誓 に 関 す る 要 綱 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 改 正 後  
の 小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 宣 誓 に 関 す る 要 綱 の 規 定  
に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則 (令 和 6 年 ６ 小 多 交 第 1723 号 ) 
1 こ の 要 綱 は 、 令 和 6 年 11 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  
2 こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ   

ッ プ の 宣 誓 に 関 す る 要 綱 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 改 正 後  
の 小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 宣 誓 に 関 す る 要 綱 の 規 定
に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。  
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